
  

それぞれの立場で支えあいながら、 

「子どもの権利」を守っていくこと 

子どもが権利の主体として、一人ひとりの違いが認められ、 

あらゆる差別や不利益を受けることなく、 

ひとしく健やかに成長できる社会の実現に向け、 

大人は子どもに寄り添い、子どもに向き合い、 

子どもを支えていかなければなりません。 

 子どもに関する施策について 

計画を策定すること 

施策の効果について 

定期的に検証を行うこと 
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○ 子どもにとっての最善の利益は何かを考えて、

子どもを養育すること 

○ 必要に応じて市に相談し、支援を求めること 

○ 保護者、施設関係者、地域住民、事業者

と連携・協力して子どもに関する施策を

実施すること 

○ 保護者、施設関係者、地域住民、事業者

へ必要な支援を行うこと 

○ 子どもがありのままの自分でいる 

ことができる場所、多様な人と 

触れ合える環境をつくること 

○ 市が行う子育てしやすい環境づくり

に協力すること 

○ 子育てと仕事を両立することができる職場環境を作ること 

○ 子どもと共に働く従業者が子どもの権利について理解を深めることが 

できる取組を行うこと 

○ 事業活動が子どもの権利の侵害につながることのないよう適切な配慮を 

行うこと 

○ 施設の安全の確保及び子どもが安心 

して過ごせる場所をつくること 

○ 子どもの学びの支援を行うこと 

○ 子どもの持つ可能性及び能力を 

最大限に延ばすこと 

○ 子どもの成長に向けた助言及び支援を

行うこと 

 

○ 大人は、子どもが幸せに暮らせるように「子どもの権利」を守ります。 

○ 子どもが「子どもの権利」を理解し、自分も他人も大切にする、 

豊かな感性や価値観を持つ人間に成長できるように手助けします。 

権利の侵害からの救済 

権利の侵害からの救済 

意見表明及び参画の促進 権利の侵害からの救済 

権利の侵害からの救済 

権利の侵害からの救済 

意見表明及び参画の促進 

意見表明及び参画の促進 

有害又は危険な環境からの保護 

有害又は危険な環境からの保護 

有害又は危険な環境からの保護 

有害又は危険な環境からの保護 

有害又は危険な環境からの保護 


